
平成30年 (2018年)3月初日 号外第 11号の 5 金沢市 公報 (毎月 3回 1日 11日 21日発行)

。 目次 ページ 0金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部

・教育委員会規則 を改正する規程 ( " 4 

0金沢市教育委員会事務決裁規則の一部を改正 O金沢市企業局会計規程等の一部を改正する規

する規則 (教育総務課) 程 (" 4 

.教育委員会告示 .公営企業訓令甲

0金沢市立工業高等学校学則の一部改正につい 0金沢市企業局巡視規程の一部改正について

て (市立工業高等学校) (企業総務課) 5 

.固定資産評価審査委員会告示 .病院事業管理規程

0金沢市固定資産評価審査委員会規程の一部改 O金沢市立病院の組織及び分掌事務規程の一部

正について (固定資産評価審査委員会) 2 I を改正する規程 (市立病院事務局)

.公営企業管理規程

O金沢市農村下水道条例施行規程 (企業総務課)

O金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施

行規程 ( " 

O金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する

規程 ( " 

0金沢市立病院事務決裁規程の一部を改正する

2 I 規程 ( " 

0金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部

3 I を改正する規程 ( " 

0金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

4 I 

教 育委員会規則

金沢市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年 3月30日

金沢市教育委員会教育長 野 口

⑨金沢市教育委員会規則第 1号

金沢市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則

金沢市教育委員会事務決裁規則(昭和60年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

ヲム

5 

5 

5 

6 

別表第 1組織及び人事管理の表第9号の項中「部局専門研修」を 「職場研修(課単位で行うものを除く。)J に改め

る。

附則

この規則は、平成30年4月 1日から施行する。

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第4号

金沢市立工業高等学校学則(昭和33年教育委員会告示第2号)の一部を次のように改正する。

平成30年3月30日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

別表第 2項の表中 1 4 2 a 4， 6 

2a4b 2 a 4 
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U数学A 2 2 を

2 2 

2 a 
に改める。

数学B 0， 2 

附則

1 この告示は、平成30年4月 1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成30年4月 1日に現に第2学年及び第3学年に在学する生徒に係る教育課

程については、なお従前の例による。

固定資産評価審査委員会告示

⑨金沢市固定資産評価審査委員会告示第 1号

金沢市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年固定資産評価審査委員会告示第 1号)の一部を次のように改正する。

平成30年3月30日

金沢市固定資産評価審査委員会委員長 坂 井 美紀夫

第18条中 「法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに」を 「第10条から第13条までの規定により作成し

た」に、「関係者の」を 「審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあ

ると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その」に改め、同条に次の l項を加える。

2 委員会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第19条を第20条とし、同条の次に次の 1条を加える。

第21条 この規程に定めるもののほか、委員会の審査に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第18条の次に次の 1条を加える。

第19条 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第41条第

1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの問、審査申出人から提出書類等(法第433条第11項におい

て読み替えて準用する同法第32条第 1項若しくは第 2項の規定により提出された書類その他の物件又は法第433条

第 3項の規定によって提出させた資料をいう。以下同じ。)の閲覧又は当該書類若しくは当該資料の写しの交付を

求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その

閲覧に供し、又はその交付をするものとする。

2 委員会は、前項の閲覧をさせ、又は同項の交付をしようとするときは、提出書類等の提出人の意見を聴かなけれ

ばならない。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 委員会は、第 l項の閲覧文は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 第 1項の交付を受ける者は、金沢市行政不服審査関係手数料条例(平成28年条例第7号)第7条において準用す

る同条例第3条に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

公営企業管理規程

金沢市農村下水道条例施行規程をここに公布する。

平成30年 3月30日

⑨金沢市公営企業管理規程第 2号

金沢市農村下水道条例施行規程

(趣旨)

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 秀 志

第 l条 この規程は、金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な

事項を定めるものとする。

(準用)

第 2条 金沢市公共下水道条例施行規程(平成13年公営企業管理規程第 2号)第 2条から第4条まで、第6条、第8

条、第 9条及び第15条から第18条までの規定(様式に係る部分を除く。)は、条例第2条第 1号に規定する農村下
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水道に係る排水設備の共同設置、ます等への固着、計画確認申請、工事完了届、使用開始等の届出、汚水排水量の

認定、他人の土地又は排水設備の使用、排水設備の清掃、使用料の減免及び届出の取扱いについて準用する。この

場合において、これらの規定中「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「公共下水道J とあるのは「農村下水

道」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中間表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

規 定 読み替えられる字句 読み替える字句

第 3条 条例第4条第3号の規定によ 排水設備を農村下水道のますその他の排水施設(所有者の承諾

り、排水設備を公共ます等 を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他

人の排水設備を含む。)

第4条 条例第 5条 金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号。以下「条例」と

いう。)第5条

第8条 条例第10条 条例第11条

第17条第 1項 条例第17条 条例第15条

(使用水量の端数の取扱い)

第 3条 条例第12条第2項第 l号に規定する使用水量における l立方メートル未満の端数は、次回の量水器の点検に

よる使用水量に算入する。ただし、使用を休止し、又は廃止した月の使用水量にあっては、この限りでない。

2 条例第12条第3項の規定により、使用水量を 2で除した場合に生ずる検針日の属する月の前月分に係る 1立方メー

トル未満の端数は、当該検針日の属する月分に算入する。

(ます及び取付管の特別設置申請)

第4条 条例第16条の規定により農村下水道のます及び取付管の新設又は増設を受けようとする使用者は、その旨を

公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申請し、当該新設又は増設に要する費用の概算額を前納しなければ

ならない。

2 前項の新設又は増設に係る工事が完了した場合において、同項の規定により前納を受けた額と当該工事に要した

費用の額に過不足を生じた場合は、管理者は、その額を追徴し、又は還付する。

(様式)

第 5条 届出書、申請書、決定通知書等の様式は、金沢市公共下水道条例施行規程で定める様式に準ずるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 金沢市農村下水道条例施行規則及び金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則を廃止する規則(平成30年規則第

43号)による廃止前の金沢市農村下水道条例施行規則(平成 5年規則第25号)の規定によりされた手続その他の行

為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市公営企業管理者 桶

⑨金沢市公営企業管理規程第 3号

金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規程

(趣旨)

) 11 秀 志

第 1条 この規程は、金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例(昭和58年条例第35号。以下 「条例」という。)の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定)

第 2条 条例第3条第4号及び第 5号の規定による分担金(以下「分担金」という。)の額は、本市が行う農村下水

道事業の受益戸数割により算定するものとする。

(徴収の猶予又は減免)

第 3条 条例第5条の規定に基づき分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、その事由を記載した書類を
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公営企業管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 

⑨金沢市公営企業管理規程第4号

金沢市企業局事務決裁規程の一部を改正する規程

金沢市企業局事務決裁規程(昭和39年公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

晋モ
ノヌ 志

別表第 1組織及び人事管理の表第10号の項中「部局専門研修」を 「職場研修(課単位で行うものを除く。)Jに改め

る。

附則

この規程は、平成30年4月 1日から施行する。

金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市公営企業管理者 桶

⑨金沢市公営企業管理規程第 5号

金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

) 11 晋モ
ノ才

金沢市企業局職員の給与に関する規程(昭和52年公営企業管理規程第 5号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項を削る。

志

第 7条第 1項第 3号中「施設部」を「維持管理課又は施設部」に改め、同条第 3項中「地方公務員法」の次に

I (昭和25年法律第261号)Jを加える。

附則第 3項を削る。

別表第 1中 「課長 料金センタ一所長」を 「課長」 に、 「担当課長」を「担当課長料金センタ一所長」に改める。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市企業局会計規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年 3月30日

⑨金沢市公営企業管理規程第 6号

金沢市企業局会計規程等の一部を改正する規程

(金沢市企業局会計規程の一部改正)

金沢市公営企業管理者 桶 ) 11 

第 1条 金沢市企業局会計規程(昭和55年公営企業管理規程第 1号)の一部を次のように改正する。

第72条第2号中「公共下水道事業会計」を「下水道事業会計」に改める。

別表第6中「公共下水道事業会計勘定科目表」を 「下水道事業会計勘定科目表」に改める。

守主と
ノワ 志

別表第7その 1中「ガス・水道・工業用水道・公共下水道事業会計」を「ガス・水道・工業用水道・下水道事業

会計」に改める。

(金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程の一部改正)

第2条 金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程(平成13年公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正す

る。

第 1条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内において、し尿を公

共下水道に排除するために便所を改造しようとする者に対し、改造するために要する資金の融通を行う場合におけ

る」を削る。

4 
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(金沢市企業局庁舎等管理規程の一部改正)

第3条 金沢市企業局庁舎等管理規程(平成24年公営企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「公共下水道事業」を「下水道事業」に改める。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の目前に金沢市農村下水道条例施行規則及び金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則を廃止す

る規則(平成30年規則第43号)による廃止前の金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則(平成13年規則第9号)

の規定によりされた手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規程

の相当規定によりされたものとみなす。

公営企業訓令甲

⑨金沢市公営企業訓令甲第 1号

A 
Jl:今

金沢市企業局巡視規程(昭和28年公営企業訓令甲第 1号)の一部を次のように改正する。

平成30年 3月30日

業 局

金沢市公営企業管理者 桶 川 秀 志

別表中 「整とん」を 「整頓」に、 「公共下水道」を 「下水道」に、 「進ちよく状況」を「進捗状況」に改める。

附則

この訓令は、平成30年4月 1日から施行する。

病院事業管理規程

金沢市立病院の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市病院事業管理者 高 回 重

⑨金沢市病院事業管理規程第 1号

金沢市立病院の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程

金沢市立病院の組織及び分掌事務規程(平成25年病院事業管理規程第 2号)の一部を次のように改正する。

第2条第 3項中「腎臓内科」を「腎臓・ リウマチ科」に改める。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年 3月30日

金沢市病院事業管理者 高 回 重

⑨金沢市病院事業管理規程第 2号

金沢市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程

金沢市立病院事務決裁規程(平成25年病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

男

男

別表組織及び人事管理の表第9号の項中「部局専門研修」を 「職場研修(室等の単位で行うものを除く。)J に改め

る。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市病院事業管理者 高 回 重 男

⑨金沢市病院事業管理規程第 3号

-5-
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金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

金沢市立病院職員の給与に関する規程(平成25年病院事業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項を削る。

第6条第3項中 「地方公務員法」の次に I(昭和25年法律第261号)J を加える。

附則第 2項を削り、附則第 l項の項番号を削る。

別表第 1中 「中央診療部副部長」を 「中央診療部副部長看護部長」に、「放射線室副室長看護部長」を「放射

線室副室長薬剤室長」に、「医事室長薬剤室長」を「医事室長」に改める。

別表第 2第 3項の表中 7級の項を次のように改める。

弘
氏

必
Y
宵
什

ワ
i lii 円

一
円
一

ハH
v

一A
H
V

一

ハU
v

一ハ
U
V

一

円
，

a
一

円
，

a
一

f

，一

ρ
n
v

一Fh
d

一

円
，
a

一nhυ

一

別表第 2第4項の表中 7級の項を次のように改める。

崎 川町
一一

附則

この規程は、平成30年4月 1日から施行する。

金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成30年3月30日

金沢市病院事業管理者 高 回 重 男

⑨金沢市病院事業管理規程第 4号

金沢市立病院会計規程の一部を改正する規程

金沢市立病院会計規程(平成25年病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

別表中

|長期前受金戻入

長期前受金戻入

病児保育事業収益

利用料

補助金

失損雑

料数手
を
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手数料

病児保育事業費

報償費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

手数料

雑損失

改める。

附則

1 この規程は、平成00年4月 1日か ら施行する。

2 改正後の金沢市立病院会計規程の規定は、平成30年度分からの会計事務について適用し、平成29年度分までの会

計事務については、なお従前の例による。
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